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2

家庭教育について
の学習機会の提供

保 護 者 等 を 対 象
に、男女共同参画
に視点をおいた研
修 会 等 を 実 施 す
る。※託児等を設
ける。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
30年度の実施結果を参考にテーマや会場を検討
し、より多くの人が参加し学習機会を得られる内容
で実施する。

【生涯学習課社会教育係】
福岡県の家庭教育支援チームより講師をお招きし、
「お話し会コンサート」をテーマに、子育て支援セン
ターたんぽぽで実施した。Ｒ2.2.17（月）参加22組。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
令和元年度の実施結果（アンケート等）を参考に
テーマや会場を検討し、より多くの人に参加してい
ただけるように努める。また、家庭教育について有
意義な学習内容を検討し、実施する。

生涯学習課（社会教育係）

3

相談窓口の充実 教 育 相 談 を 充 実
し、男女共同参画
や性教育について
の対応ができるよう
にする。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【学校教育課学校教育係】
相談事案等ある場合には、スクールカウンセラーに
よる相談対応を行う。

【学校教育課学校教育係】
相談体制は整えているが、男女共同参画や性に関
する相談内容はなかった。

Ａ

【学校教育課学校教育係】
相談事案等ある場合には、スクールカウンセラーに
よる相談対応を行う。

学校教育課（学校教育係）

保護者等を対象
に、男女共同参画
に関する研修等の
情報提供や啓発の
充実を図る。

保護者等への研
修・啓発の充実

1

生涯学習課（社会教育係）
学校教育課（学校教育係）
健康・こども課（子育て支援係）

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画の視点に立った家庭教育についての
情報提供を町内の学校などに行い、情報共有を図
る。
また、保護者が参加しやすい研修の周知・案内に努
めることで研修を受ける機会を増やし、家庭生活に
おける男女共同参画啓発の充実を図る。

【学校教育課学校教育係】
学校にて男女共同参画に関する講演会等を行う場
合において、保護者にも関わる内容であれば積極
的な参加の呼びかけを行う。

【健康・こども課子育て支援係】
保育園・幼稚園・子育て支援センターを利用してい
る保護者に、男女共同参画に関する情報提供等を
行う。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
国や県などから提供される男女共同参画の視点に
立った家庭教育についての情報を、関係部署を通じ
て周知し情報の共有を図った。

【学校教育課学校教育係】
該当する講演会等なかったため実施していない。

【健康・こども課子育て支援係】
子育て支援センターたんぽぽで実施した「お話し会コ
ンサート」について、ホームページ(子育て支援セン
ター月間予定表)および広報で周知を行った。

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画の視点に立った家庭教育についての
情報提供を町内の学校などに行い、情報の共有を
図る。また、保護者等が参加しやすい研修方法を検
討し、研修機会の充実を図る。

【学校教育課学校教育係】
学校にて男女共同参画に関する講演会等を行う場
合において、保護者にも関わる内容であれば積極
的な参加の呼びかけを行う。

【健康・こども課子育て支援係】
保育園・幼稚園・子育て支援センター等を利用して
いる保護者等に、男女共同参画に関する情報提供
等を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施
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目標
施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和元年度実施目標・計画 令和元年度実施状況・結果 令和元年

度達成度 令和２年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
(令和元年度推進結果・令和２年度実施計画）

資料２
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし
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施策 具体的施策 内　容

年度
令和元年度実施目標・計画 令和元年度実施状況・結果 令和元年

度達成度 令和２年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
(令和元年度推進結果・令和２年度実施計画）

資料２
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

4

人権教育の推進 男女共同参画教育
の基盤である、男
女平等・人権尊重
の教育課程を推進
する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【学校教育課学校教育係】
年間を通して発達段階に応じた教育の推進を図る。

　【学校教育課学校教育係】
学習指導要領に従い、年間を通して発達段階に応じ
た教育を実施した。（主に道徳の授業） Ａ

【学校教育課学校教育係】
年間を通して発達段階に応じた教育の推進を図る。

学校教育課（学校教育係）

5

男女共同参画の視
点に立った進路指
導の徹底

固定的な性別役割
分担意識にとらわ
れることなく、個人
の希望や適正を重
視し、職業や進学
先を選択できるよう
なキャリア教育を推
進する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【学校教育課学校教育係】
進路説明について、高校との連携を図り積極的な
情報提供を行う。また、中学校においては性別役割
分担意識にとらわれない、職場体験の実施を行う。

【学校教育課学校教育係】
進路説明会において、各高校から来校してもらい校
風等を説明してもらうことで、自分にあった進学先を
検討する機会を設けることができた。また、職場体験
の際には性別にとらわれることのない自主性を尊重
した取り組みを実施することができた。

Ａ

【学校教育課学校教育係】
進路説明について、高校との連携を図り積極的な
情報提供を行う。また、中学校においては性別役割
分担意識にとらわれない、職場体験の実施を行う。

学校教育課（学校教育係）

7

性に関する指導の
充実

性に関する有害情
報の氾濫や、性行
為の低年齢化等の
現状を踏まえ、発
達段階に応じた性
教育を推進する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【学校教育課学校教育係】
年間を通して発達段階に応じた教育の推進を図る。

【学校教育課学校教育係】
学習指導要領に従い、年間を通して発達段階に応じ
た教育を実施した。（主に道徳、保健体育の授業）ま
た、中学校においては、助産師を招聘し、講演会を
実施した。（性教育講演会R1.9.12（木）実施）

Ａ

【学校教育課学校教育係】
年間を通して発達段階に応じた教育の推進を図る。

学校教育課（学校教育係）

8

教職員等の男女共
同参画意識の醸成

教職員、保育士や
幼稚園教諭等を対
象に男女共同参画
に関する研修会等
の周知を行い、男
女共同参画意識の
醸成に努める。 実

施
実
施

実
施

実
施

実
施

 【学校教育課学校教育係】
教職員等を対象とした人権研修の周知を図る。

【健康・こども課子育て支援係】
保育士や幼稚園教諭等に男女共同参画に関する
情報提供等を行い、男女共同参画の推進を図る。

【生涯学習課社会教育係】
保育士や幼稚園教諭等を対象とした人権研修の周
知を図る。

 【学校教育課学校教育係】
国や県が主催する人権研修について、各学校の教
職員等を対象に周知を行った。

【健康・こども課子育て支援係】
男女共同参画に関する講演会等の案内が町にな
かったため、保育所等への情報提供はできなかっ
た。

【生涯学習課社会教育係】
国、県が主催する人権研修会について、保育所や幼
稚園に周知を行った。

Ａ

 【学校教育課学校教育係】
教職員等を対象とした人権研修の周知を行う。

【健康・こども課子育て支援係】
保育士や幼稚園教諭等に男女共同参画に関する
情報提供等を必要に応じて行い、男女共同参画の
推進を図る。

【生涯学習課社会教育係】
保育士や幼稚園教諭等を対象とした人権研修の周
知を行う。

学校教育課（学校教育係）
健康・こども課（子育て支援係）
生涯学習課（社会教育係）

9

男女共同参画の視
点に立った慣行の
見直し

学校の慣行（行事
や学校生活）を随
時点検し、見直しを
行う。 実

施
実
施

実
施

実
施

実
施

【学校教育課学校教育係】
年間を通して点検を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

【学校教育課学校教育係】
各小中学校での行事や学校生活を通じ、男女共同
参画の視点から点検を行った。この中で、改善が必
要なものについては見直しを行った。
※一部学校の餅つきで男子は会場設営、女子は米
とぎとしていたため、性別による作業分担を行わない
見直しを行った。

Ａ

【学校教育課学校教育係】
年間を通して点検を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

学校教育課（学校教育係）

学校教育や生涯学
習の場で、子どもた
ちの生活体験を養
う学習機会を充実
する。

「生きる力」を育む
教育の推進

実
施

実
施

実
施

実
施

一
部
実
施

学校教育課（学校教育係）
生涯学習課（社会教育係）

【学校教育課学校教育係】
年間を通して発達段階に応じた教育の推進を図る。

【生涯学習課社会教育係】
「あしやハンズ・オン・キッズ」（小学生54名）事業では、年
10回の様々な体験活動を行うことにより、協調性や主体
性、規範意識を学び社会に適合する力を身につける機
会とする。
「佐野市青少年交流事業」では芦屋町の小中学生20名
が佐野市を訪問し、お互いの文化交流や体験活動、集
団生活を通じ、健全育成を図る。
「りーどぼらんてぃあキッズ事業」では地域における社会
貢献活動を通じて、規範意識や自尊感情を高め、社会
の一員としての責任意識の育成を図る。

Ａ

【学校教育課学校教育係】
学習指導要領に従い、年間を通して発達段階に応じた教
育を実施した。（主に家庭科の授業）また、小学校におい
ては、田植え、稲刈り、餅つきを実施した。

【生涯学習課社会教育係】
「あしやハンズ・オン・キッズ」では、研修生56名が出店体
験やサマーキャンプなど計10回の様々な体験活動を行っ
た。
「佐野市青少年交流事業」では、佐野市の小中学生20名
が芦屋町を訪れ、町内の小中学生13名と合計33名で体
験活動を通じて交流を行い、相互理解を深めた。
「りーどぼらんてぃあキッズ事業」では、介護施設訪問、町
主催イベント等での出店体験やイベント支援など、様々な
ボランティア活動を年間を通して行った。

【学校教育課学校教育係】
年間を通して発達段階に応じた教育の推進を図る。

【生涯学習課社会教育係】
「あしやハンズ・オン・キッズ」（小学生54名）事業では、年
10回の様々な体験活動を行うことにより、協調性や主体
性、規範意識を学び社会に適合する力を身につける機
会とする。
「佐野市青少年交流事業」では佐野市の小中学生20名
が芦屋町を訪問し、お互いの文化交流や体験活動、集
団生活を通じ、健全育成を図る。
「りーどぼらんてぃあキッズ事業」では地域における社会
貢献活動を通じて、規範意識や自尊感情を高め、社会
の一員としての責任意識の育成を図る。
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度達成度 令和２年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
(令和元年度推進結果・令和２年度実施計画）

資料２
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

10

出前講座の開催 町内の団体等を対
象に、男女共同参
画に関する出前講
座を開催する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【企画政策課広報情報係】
ホームページや区長会で出前講座を周知する。出
前講座の利用について関連団体に働きかけを行う
よう各課に依頼する。

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画についての講座の利用について周知
する。

【企画政策課広報情報係】
ホームページや区長会で出前講座の周知を行った。
また、出前講座の利用について関連団体に働きかけ
を行うよう各課に依頼した。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページで男女共同参画についての講座の利
用について周知した。

Ａ

【企画政策課広報情報係】
ホームページや区長会で出前講座を周知する。出
前講座の利用について関連団体に働きかけを行う
よう各課に依頼する。

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画についての講座の利用について周知
する。

企画政策課（広報情報係）
生涯学習課（社会教育係）

11

人権講演会の実施 人権講演会におい
て、男女共同参画
に関するテーマを
取り入れ、内容の
充実に努める
※託児等を設け
る。

一
部
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
人権講演会、人権まつりを実施する。
また、講演会開催において、男女共同参画を踏まえ
たテーマのローテーションを検討する。

【生涯学習課社会教育係】
人権講演会は稲積謙次郎氏を講師にお招きし、「同
和問題の今、そして未来に向けて～すべてのひとの
人権のために～」を演題に、同和問題について講演
会を実施した。また、人権まつりでは、一龍齋春水氏
を講師にお招きし、「介護は想像力」を演題に、高齢
者の人権についての講演会を実施した。また、会場
にて男女共同参画啓発パネルの展示を行い、男女
共同参画に対する理解の促進を図った。
人権講演会：198人参加
人権まつり：680人参加

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
人権講演会、人権まつりを実施する。
また、講演会開催において、男女共同参画を踏まえ
たテーマのローテーションを検討する。

生涯学習課（社会教育係）

12

学習講座の開催 公民館等で、男女
共同参画に関する
視点を取り入れた
講座・講演会を開
催する。 実

施
実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課公民館・文化係】
公民館講座において、男女共同参画の視点も含ん
だ講座を実施する。

【生涯学習課公民館・文化係】
公民館講座において、男女共同参画の視点も含ん
だ講座として次のとおり実施した。
（１）「秋の味覚を楽しむイタリア料理」
男女関係なく友だちや家族と一緒に簡単にできる料
理教室として開催した。R1.10.19（土）参加者9人。
（２）「私とあなたの命を守るウラワザ」～防災士のト
シ子さんと男女共同参画の視点で考える～
社会教育係と共同で開催。R2.2.9（日）参加者37人

Ａ

【生涯学習課公民館・文化係】
公民館講座において、男女共同参画の視点も含ん
だ講座を実施する。

生涯学習課（公民館・文化係）

13

広 報 紙 や ホ ー ム
ページ等での啓発

広 報 紙 や ホ ー ム
ページな どを はじ
め、あらゆる機会を
とらえて男女共同
参画についての啓
発を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画週間に合わせ、6月1日号広報紙に男
女共同参画に関する啓発記事を掲載する。また、
ホームページなどで、随時啓発を行う。

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画週間（6/23～29）に合わせ、広報6月1
日号に男女共同参画に関する啓発記事（「男女共同
参画社会の実現に向けて」）の掲載と相談窓口の紹
介を行った。また、ホームページで研修等の紹介を
行った。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画週間に合わせ、6月1日号広報紙に男
女共同参画に関する啓発記事を掲載する。また、
ホームページなどで、随時啓発を行う。

生涯学習課（社会教育係）

14

法令や制度の周知 男女共同参画基本
法や芦屋町男女共
同参画推進プラン
等、各種法令・制度
についての周知を
行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
法令改正や制度変更があれば、広報紙やホーム
ページにて周知を行う。

【生涯学習課社会教育係】
該当する事案がなかったため実施していない。

【生涯学習課社会教育係】
法令改正や制度変更があれば、広報紙やホーム
ページにて周知を行う。

生涯学習課（社会教育係）

15

②
情
報
の
収
集
・
整

備
及
び
提
供

男女共同参画に関
する情報の収集・
提供

男女共同参画に関
する資料や情報を
収集・整備し、提供
する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
役場、図書館に男女共同参画コーナーを設け、ボラ
ンティア活動センターにおいてチラシ等を設置し、情
報提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
役場と図書館の男女共同参画コーナーにおいて、男
女共同参画機関紙、各種研修やセミナー情報チラシ
などを配架したほか、広報やホームページで情報提
供を行った。 Ａ

【生涯学習課社会教育係】
役場、図書館に男女共同参画コーナーを設け、ボラ
ンティア活動センターにおいてチラシ等を設置し、情
報提供を行う。

生涯学習課（社会教育係）
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29 30 1 2 3
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和元年度実施目標・計画 令和元年度実施状況・結果 令和元年

度達成度 令和２年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
(令和元年度推進結果・令和２年度実施計画）

資料２
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

16

各種審議会等委員
への女性の参画促
進

平成34年度までに
女性委員の登用率
30％を目指すため
に、審議会等、政
策・方針決定過程
の場への女性の参
画を促進する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
課長会議で女性の参画を促すよう依頼を行うほか、
委員の交代がある審議会等に女性委員の積極的な
登用を促すよう、関係課へ依頼を行う。

【生涯学習課社会教育係】
課長会議で女性の参画を促すよう依頼を行ったほ
か、委員の交代がある審議会等に女性委員の積極
的な登用を促すよう、関係課へ依頼を行った。
＜各種審議会等委員への女性登用率＞
H31.4.1現在20.3%（H30.4.1現在21.9%）

Ｂ

【生涯学習課社会教育係】
課長会議で女性の参画を促すよう依頼を行うほか、
委員の交代がある審議会等に女性委員の積極的な
登用を促すよう、関係課へ依頼を行う。

全庁
（主担当：生涯学習課社会教育
係）

17

各種審議会等の設
置基準の見直し

より多くの住民の方
の参画を促進し、
幅広い意見を施策
に反映するために、
各種審議会の設置
基準の見直しを行
う。

実
施

実
施

検
討

廃
止

【企画政策課企画係】
実施計画事業「附属機関への委員選出の見直し」
については、廃止に向け、事務を進める。

各種審議会の設置基準の見直しについては、引き
続き各課で取り組んでいくこととする。

【企画政策課企画係】
本施策については、下記の理由により廃止する。
①附属機関の性質によっては、専門性が求められる
場合や、再任が望ましい場合があること。
②委員を公募しても委員のなり手がない状況や、改
選に伴う事務に時間を要すること。

【全庁】
各種審議会の設置基準の見直しについては、各種
審議会の性質を踏まえ、各課で取り組む。

全庁

18

職場での啓発の充
実

職場における男女
共同参画意識の推
進を図るため、男
女雇用機会均等法
や男女共同参画に
関する啓発を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【産業観光課商工観光係】
広報誌への記事掲載やラックへのチラシ掲出によ
り、各種セミナーや無料相談等、開催案内等の情報
提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや役場、図書館の男女共同参画コー
ナーにおいて、職場、労働環境における男女共同参
画に関する内容を掲載・周知する。

【産業観光課商工観光係】
広報誌への記事掲載やラックでのチラシ配架によ
り、各種セミナーや無料相談等、開催案内等の情報
提供を行った。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや役場、図書館の男女共同参画コー
ナーにおいて、厚生労働省や各種相談窓口につい
て掲載・紹介し、情報提供に努めた。

Ａ

【産業観光課商工観光係】
広報誌への記事掲載やラックへのチラシ掲出によ
り、各種セミナーや無料相談等、開催案内等の情報
提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや役場、図書館の男女共同参画コー
ナーにおいて、職場、労働環境における男女共同参
画に関する内容を掲載・周知する。

産業観光課（商工観光係）
生涯学習課（社会教育係）

19

相談窓口の周知 労働や就業に関す
る悩みや、セクシャ
ルハラスメントの被
害者救済のため、
相談窓口の周知を
行う。 実

施
実
施

実
施

実
施

実
施

【産業観光課商工観光係】
広報誌への記事掲載やラックへのチラシ掲出によ
り、各種セミナーや無料相談等、開催案内等の情報
提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや広報紙、役場と図書館の男女共同
参画コーナーにおいて相談窓口を周知する。

【産業観光課商工観光係】
広報誌への記事掲載やラックでのチラシ配架によ
り、各種セミナーや無料相談等、開催案内等の情報
提供を行った。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページで相談窓口について掲載、また役場や
図書館の男女共同参画コーナーにおいて機関紙や
チラシの配架を行うことで相談窓口について周知を
行った。

Ａ

【産業観光課商工観光係】
広報誌への記事掲載やラックへのチラシ掲出によ
り、各種セミナーや無料相談等、開催案内等の情報
提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや広報紙、役場と図書館の男女共同
参画コーナーにおいて相談窓口を周知する。

産業観光課（商工観光係）
生涯学習課（社会教育係）

20

ワーク・ライフ・バラ
ンスに関する啓発と
情報提供

仕事と生活の両立
を図るために、ワー
ク・ライフ・バランス
の推進に向けた啓
発や育児・介護等
を両立させて働くこ
とができるよう制度
等の情報提供を行
う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【産業観光課商工観光係】
広報誌への記事掲載やラックへのチラシ掲出によ
り、各種セミナーや無料相談等、開催案内等の情報
提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや広報紙で啓発を行うとともに、制度
紹介を行う。

【産業観光課商工観光係】
広報誌への記事掲載やラックでのチラシ配架によ
り、各種セミナーや無料相談等、開催案内等の情報
提供を行った。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページでワークライフバランスについて制度を
紹介して意識啓発を行うとともに、情報提供を行っ
た。

Ａ

【産業観光課商工観光係】
広報誌への記事掲載やラックへのチラシ掲出によ
り、各種セミナーや無料相談等、開催案内等の情報
提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや広報紙で啓発を行うとともに、制度
紹介を行う。

産業観光課（商工観光係）
生涯学習課（社会教育係）

21

再就職に向けた情
報提供

育児や介護を理由
に退職した人を対
象に、再就職支援
に関する情報提供
を行う。 実

施
実
施

実
施

実
施

実
施

【産業観光課商工観光係】
商工会への情報共有や、ラックでのチラシ配架を随
時行い、セミナー等各種情報提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや広報紙で啓発を行うとともに、制度
紹介を行う。

【産業観光課商工観光係】
商工会への情報提供や、ラックでのチラシ配架によ
り、各種セミナー等情報提供を行った。

【生涯学習課社会教育係】
育休中の女性を対象にした研修、マザーズハロー
ワークなど就労相談窓口についてホームページに掲
載したほか、北九州労働支援事務所と遠賀郡内4町
共催で出張相談を開催し情報提供を行った。

Ａ

【産業観光課商工観光係】
商工会への情報共有や、ラックでのチラシ配架を随
時行い、セミナー等各種情報提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや広報紙で啓発を行うとともに、制度
紹介を行う。

産業観光課（商工観光係）
生涯学習課（社会教育係）
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29 30 1 2 3
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和元年度実施目標・計画 令和元年度実施状況・結果 令和元年

度達成度 令和２年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
(令和元年度推進結果・令和２年度実施計画）

資料２
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

22

啓発の充実 区長や公民館長等
を対象に、男女共
同参画についての
啓発を行うととも
に、地域活動にお
ける意思決定の場
に、女性の参画を
促進する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画の啓発チラシを区長会で配布すると
ともに、各自治区内での回覧を依頼する。

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画の啓発チラシを区長会で配布するとと
もに、各自治区内での回覧を依頼した。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画の啓発チラシを区長会で配布すると
ともに、各自治区内での回覧を依頼する。

生涯学習課（社会教育係）

23

男女共同参画の視
点に立った地域防
災の推進

地域における自主
防災組織等の育成
にあたっては、女性
の参画を促進し、
被災時の男女の
ニーズの違い等男
女双方の視点に十
分配慮し地域防災
の向上を図る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【総務課庶務係】
防災会議開催時に芦屋町女性防火・防災クラブへ
委員選出依頼を行う。

【総務課庶務係】
地域防災計画の見直しはなく、防災会議は開催され
なかったため、目標の委員選出依頼は未実施であ
る。

【総務課庶務係】
次回開催時に芦屋町女性・防火防災クラブに選出
依頼を行う。

総務課（庶務係）

24

男女共同参画の視
点に立った災害発
生時における避難
所等の運営

女性の心身の健康や
問題に対応するた
め、県と連携し電話
相談の実施や避難所
等必要な場所への女
性相談員や保健師の
派遣など、女性のた
めの相談を実施しま
す。
また、災害発生時の
避難所等についてマ
ニュアルを作成する
など女性の視点を活
かした運営方法を推
進します。

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
災害発生時に県から提供される情報を基に関係部
署と連携を取り、必要な対応を行う。

【総務課庶務係】
整備する避難所運営マニュアルの内容について
は、女性視点を取り入れた実効性のある方式を検
討する。

【生涯学習課社会教育係】
該当する県からの情報がなかったため、実施してい
ない。

【総務課庶務係】
福岡県の作成指針を基に女性への配慮視点を加味
した避難所運営マニュアルを作成したが、地域住民
の女性の意見を取り入れることはできなかった。 Ｂ

【生涯学習課社会教育係】
災害発生時に県から提供される情報を元に関係部
署と連携を取り、必要な対応を行う。

【総務課庶務係】
現在、県の事業である避難所運営訓練の実施を希
望している。事業実施の際には、地域住民の女性
からの意見を聴取し、避難所運営マニュアルの修正
を行う。

生涯学習課（社会教育係）
総務課（庶務係）

25

研修会等への参加
促進

地域を担う女性
リーダー育成を図
るために、各種研
修会や、県主催の｢
女性研修の翼｣等
の情報を提供し参
加を促進する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
国・県等が主催する各種研修会、講座等のチラシを
役場や図書館の男女共同参画コーナー等に設置
し、周知する。

【生涯学習課社会教育係】
国・県等が主催する各種研修やフォーラムなどのチ
ラシを役場や図書館の男女共同参画コーナーにて
配架したほか、ホームページで周知した。
県が主催する「女性のための災害対応力向上講座」
に職員1人が参加した。 Ａ

【生涯学習課社会教育係】
国・県等が主催する各種研修会、講座等のチラシを
役場や図書館の男女共同参画コーナー等に設置
し、周知する。

生涯学習課（社会教育係）

26

団体等の育成・支
援

男女共同参画に関
する活動を行って
いる団体等に対し
て、団体活動の活
性化に向けた支援
を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
女性が活動しているボランティア活動センター登録
団体に対し、活動場所の提供を行う。また、必要に
応じて指導助言を行い、活発な活動が行われるよう
支援を行う。

【生涯学習課社会教育係】
八朔の会などのボランティア活動センター登録団体
に対し、活動場所を提供するだけでなく、随時相談に
応じ助言を行うことで、活発に活動が行われるよう支
援を行った。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
女性が活動しているボランティア活動センター登録
団体に対し、活動場所の提供を行う。また、必要に
応じて指導助言を行い、活発な活動が行われるよう
支援を行う。

生涯学習課（社会教育係）

Ⅱ
　
男
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施策 具体的施策 内　容

年度
令和元年度実施目標・計画 令和元年度実施状況・結果 令和元年

度達成度 令和２年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
(令和元年度推進結果・令和２年度実施計画）

資料２
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

27

心身の健康づくりに
関する啓発

男女が心身の健康
に関し、自己管理
ができるように、健
康に関する問題に
ついての学習機会
の提供や情報提供
等の啓発を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課健康づくり係】
広報あしやの｢健康だより」コーナーで、健康情報の
提供を行う。
住民から興味をもって読んでもらえるような紙面の
工夫を行う。
最新情報の発信にホームページを利用する。

【健康・こども課健康づくり係】
広報あしやの｢健康だより」コーナーで、健康情報の
提供を行った。
芦屋町の住民健診の結果など身近なデータを載せ
るなど、興味をもって読んでもらえるような紙面の工
夫を行った。
時期に合わせて、最新情報の発信にホームページを
利用した。

Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
広報あしやの｢健康だより」コーナーで、健康情報の
提供を行う。
住民から興味をもって読んでもらえるような紙面の
工夫を行う。
最新情報の発信にホームページを利用する。

健康・こども課（健康づくり係）

28

健康診査事業の充
実

特定健診及び女性
特有の子宮頸が
ん・乳がん検診を
はじめ各種がん検
診を充実する。 実

施
実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課健康づくり係】
自治区、各種団体へのPRを行う。
乳・子宮頸がん無料クーポン券を発行する。
商工会と連携した健診を実施する。
胃ｶﾒﾗ検診を実施する。
個別の乳・子宮頸がん検診を実施する。
30代の国民健康保険加入者に健診を実施する。

【健康・こども課健康づくり係】
自治区、各種団体でPRを行った。
乳・子宮頸がん無料クーポン券を発行した。
商工会と連携した健診を実施した。
胃ｶﾒﾗ検診を含むがん検診を通年実施した。(受診者
数：395人）
個別の乳・子宮頸がん検診を実施した。（受診者数：
乳がん5人、子宮頸がん37人）
30代の国民健康保険加入者に健診を実施した。（受
診者数：11人）

Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
自治区、各種団体でPRを行う。
乳・子宮頸がん無料クーポン券を発行する。
商工会と連携した健診を実施する。
がん検診を通年実施する。
個別の乳・子宮頸がん検診を実施する。
19歳から40歳未満の住民に健診を実施する。

健康・こども課（健康づくり係）

29

健康相談の充実 各ライフステージで
起こる健康問題、
特に更年期に出現
しやすい症状や心
の問題について、
相談体制を充実す
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課健康づくり係】
各保健事業会場や窓口、電話などで随時相談を受
け付ける。

【福祉課高齢者支援係】
老人憩の家で月に1回の健康相談や介護予防教
室、家庭訪問、電話等で健康相談を実施する。

【健康・こども課健康づくり係】
各保健事業会場や窓口、電話などで随時相談を受
け付けた。
健診結果等の相談は、相談コーナーで実施した。
相談件数：1,479人

【福祉課高齢者支援係】
老人憩の家で月1回の健康相談を実施した。介護予
防教室、家庭訪問、電話などで健康相談を実施し
た。

Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
各保健事業会場や窓口、電話などで随時相談を受
け付ける。

【福祉課高齢者支援係】
老人憩の家で月に1回の健康相談や介護予防教
室、家庭訪問、電話等で健康相談を実施する。

健康・こども課（健康づくり係）
福祉課（高齢者支援係）

30

31

妊娠から出産まで
の保健対策の充実

妊娠から出産まで
の心と体に関する
相談や指導を行う
とともに、夫婦で学
習する機会を増や
すなど保健対策を
充実する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課健康づくり係】
母子手帳交付⇒妊婦電話相談⇒出生届け⇒全戸
訪問の流れを継続して実施する。

【健康・こども課健康づくり係】
母子健康手帳交付から出生までの流れを継続して
実施した。
妊婦相談件数：193人 Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
母子健康手帳交付⇒妊婦電話相談⇒出生届け時
相談⇒乳児全戸訪問の流れを継続して実施する。

健康・こども課（健康づくり係）

32

妊婦・乳幼児健康
診査の充実

妊婦や乳幼児の健
康の保持・増進や
病気の早期発見を
図るため、健康診
査の充実に努め
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課健康づくり係】
電話相談の際、妊婦健診・歯科健診の受診状況確
認を確実に行う。

【健康・こども課健康づくり係】
妊婦電話相談の際、妊婦健診・歯科健診の受診状
況確認を確実に行った。
乳幼児健康診査を実施した。
健診受診者数：妊婦796人、妊婦歯科27人、乳幼児
293人、産婦歯科59人。）

Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
妊婦電話相談の際、妊婦健診・歯科健診の受診状
況確認を確実に行う。
乳幼児健康診査を実施する。

健康・こども課（健康づくり係）

Ⅲ
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運動教室や食生活
改善等、疾病予防
のための健康教室
を実施する。

健康づくりの推進

①
ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
に
応
じ
た
健
康
づ
く
り

【健康・こども課健康づくり係】
内容やPR方法を工夫しながら、運動教室、生活習
慣病予防教室等を実施する。

【生涯学習課社会教育係】
総合型地域スポーツクラブおよびスポーツ推進委員
と連携し、健康づくり教室を行う。

健康・こども課（健康づくり係）
生涯学習課（社会教育係）

【健康・こども課健康づくり係】
内容やPR方法を工夫しながら、運動教室、生活習
慣病予防教室等を実施する。

【生涯学習課社会教育係】
総合型地域スポーツクラブおよびスポーツ推進委員
と連携し、健康づくり教室を行う。

Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
運動教室に栄養講話や、生活習慣病予防教室にト
レーナーによるスロートレーニング等を入れ、実施し
た。
参加者数：1,317人

【生涯学習課社会教育係】
機能回復訓練室トレーナーによる体力づくり（筋力
アップ・ランニング指導）、健康増進相談などを行い、
住民のニーズ把握に努めた。また、体育館講座とし
てスロートレーニング講座を実施した。
芦屋町スポーツ推進委員が主体となり、芦屋町ポー
ルウォーキング講座を実施した。
必要に応じて、総合型地域スポーツクラブおよびス
ポーツ推進委員への活動支援をした。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施
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年度
令和元年度実施目標・計画 令和元年度実施状況・結果 令和元年

度達成度 令和２年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
(令和元年度推進結果・令和２年度実施計画）

資料２
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

33

子育て支援セン
ターの充実

地域全体で子育て
する基盤の形成を
図るため、子育て
家庭に対する育児
支援活動を企画・
調整・実施する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課子育て支援係】
出前たんぽぽ広場の継続と共に、子育て支援セン
ターの行事等も前年度どおり継続実施する。

【健康・こども課子育て支援係】
出前たんぽぽ広場の継続と共に、子育て支援セン
ターの行事等も前年度どおり継続実施した。
また、令和元年度から利用時間の拡大および日曜
開所を実施した。 Ａ

【健康・こども課子育て支援係】
出前たんぽぽ広場の継続と共に、子育て支援セン
ターの行事等も前年度どおり継続実施する。

健康・こども課（子育て支援係）

34

保育内容の充実 子育てに関する多
様なニーズに対応
するため、延長保
育、一時保育、病
児・病後児保育等
を行い、内容の充
実に努める。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課子育て支援係】
延長保育や一時保育、病児病後児保育など従来の
施策を継続し国の動向を注意しながら必要な施策
を充実させていく。

【健康・こども課子育て支援係】
延長保育や一時預かり等従来の施策を継続しつつ、
各種制度について、広報や窓口で紹介し周知を行っ
た。
子育て短期支援事業においては、新たに報恩母の
家と契約し、未就園児以外の就学児童においても利
用ができるよう内容の充実を行った。

Ａ

【健康・こども課子育て支援係】
延長保育や一時保育、病児病後児保育など従来の
施策を継続し国の動向を注意しながら必要な施策
を充実させていく。

健康・こども課（子育て支援係）

35

学童クラブ事業の
充実

女性が働きやすい
環境づくりや社会
参画しやすいよう
に、学童クラブ事業
の充実に努める。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課子育て支援係】
保育時間を午後6時30分までとして運営し、保育料
減免の周知を引き続き行い、利用者の保育料等の
負担軽減を図る。

【健康・こども課子育て支援係】
保育料減免の周知を学童および窓口等で行った。

Ａ

【健康・こども課子育て支援係】
保育料減免の周知を引き続き行い、利用者の保育
料の負担軽減を図る。また、学童クラブ事業の目的
の周知を行い、家庭で保育が困難な児童の学童ク
ラブ利用の推進を図る。

健康・こども課（子育て支援係）

36

子ども医療費の助
成

県の制度に芦屋町
独自の助成の拡大
を加えた子ども医
療費の助成を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【住民課保険年金係】
現制度の医療費助成を継続し、近隣自治体の医療
費助成拡充を注視する。また、国の施策として取り
組むよう、町村会を通じて要望する。

【保険年金係】
現制度の医療費助成を継続し、実施した。
また、近隣自治体の医療費助成状況を確認した。

Ａ

【保険年金係】
現制度の医療費助成を継続し、県及び近隣自治体
の医療費助成拡充を注視する。また、国の施策とし
て取り組むよう、町村会を通じて要望する。

住民課（保険年金係）

37

男女が共に担う育
児の啓発

男女が共に育児を
担うことの大切さに
ついての啓発を行
う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課子育て支援係】
町内保育所や幼稚園、子育て支援センターに対し、
男女が共に育児を担うことの大切さについての情報
を周知し啓発を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや役場、図書館の男女共同参画コー
ナーにおいて啓発を行う。

【生涯学習課公民館・文化係】
中央公民館・芦屋東公民館・山鹿公民館・町民会館
において、啓発チラシなどを掲示する。

【健康・こども課子育て支援係】
子育て支援センターたんぽぽで実施した「お話し会コ
ンサート」について、ホームページ(子育て支援セン
ター月間予定表)および広報で周知を行った。

【生涯学習課社会教育係】
広報やホームページ、役場、図書館の男女共同参
画コーナーにおいて啓発を行った。

【生涯学習課公民館・文化係】
中央公民館・芦屋東公民館・山鹿公民館において、
啓発チラシなどを掲示した。

Ａ

【健康・こども課子育て支援係】
町内保育所や幼稚園、子育て支援センターに対し、
男女が共に育児を担うことの大切さについての情報
を周知し啓発を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや役場、図書館の男女共同参画コー
ナーにおいて啓発を行う。

【生涯学習課公民館・文化係】
中央公民館・芦屋東公民館・山鹿公民館・町民会館
において、啓発チラシなどを掲示する。

健康・こども課（子育て支援係）
生涯学習課（社会教育係）
生涯学習課（公民館・文化係）

38

ひとり親家庭に対
する支援

ひとり親家庭への
生活支援に関する
各種制度の周知や
相談関係機関との
連携を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課子育て支援係】
ひとり親家庭への生活支援に関する各種制度や相
談窓口について、広報や窓口で紹介し周知を行う。
また、各種関係機関との連携を図り、ひとり親家庭
への支援を行う。

【健康・こども課子育て支援係】
ひとり親家庭への生活支援に関する各種制度につ
いて、広報や窓口で紹介し、周知や相談対応を行っ
た。また、各種関係機関との連携を行った。 Ａ

【健康・こども課子育て支援係】
ひとり親家庭への生活支援に関する各種制度や相
談窓口について、広報や窓口等で紹介し周知を行
う。また、各種関係機関との連携を図り、ひとり親家
庭への支援を引き続き行う。

健康・こども課（子育て支援係）
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第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
(令和元年度推進結果・令和２年度実施計画）

資料２
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

39

育児相談の充実 育児に関する悩み
や不安の解消のた
め、各種乳幼児健
診の機会や子育て
支援センター等で
相談業務を充実す
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課健康づくり係】
子育て支援センターと協力して相談事業を実施す
る。
乳幼児健診や窓口などの機会を捉えて相談を実施
する。

【健康・こども課子育て支援係】
子育て支援センターでの相談業務を継続する。ま
た、子育て世代包括支援センターの周知を継続し、
相談業務を実施する。

【健康・こども課健康づくり係】
子育て支援センターと協力して相談事業を実施し
た。
乳幼児健康診査や窓口などの機会を捉えて相談を
実施した。
母子相談件数：989人

【健康・こども課子育て支援係】
子育て支援センターでの相談業務を実施した。ま
た、子育て世代包括支援センターの周知や相談業
務を実施した。

Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
子育て支援センターと協力して相談事業を実施す
る。
乳幼児健康診査や窓口などの機会を捉えて相談を
実施する。

【健康・こども課子育て支援係】
子育て支援センターでの相談業務を継続する。ま
た、子育て世代包括支援センターの周知を継続し、
相談業務を実施する。

健康・こども課（健康づくり係）
健康・こども課（子育て支援係）

40

訪問指導の充実 乳児の全戸訪問を
実施し、個々の
ニーズにあわせた
保健指導を充実す
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課健康づくり係】
全戸訪問、健診未受診者訪問を継続して実施す
る。

【健康・こども課健康づくり係】
乳児全戸訪問、乳幼児健康診査未受診者訪問を継
続して実施した。（乳児104人、幼児53人）

Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
乳児全戸訪問、乳幼児健康診査未受診者訪問を継
続して実施する。

健康・こども課（健康づくり係）
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度達成度 令和２年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
(令和元年度推進結果・令和２年度実施計画）

資料２
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

42

介護予防事業の充
実

高齢者が健やかな
生活を維持できる
ように、介護予防の
啓発や実践教室を
行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【福祉課高齢者支援課係】
自治区公民館体操教室、いきいき昼食会、脳いき
いき教室、サロン事業、通所型サービスCを継続し
て、介護予防、認知症予防に取り組む。

【福祉課高齢者支援係】
自治区公民館での体操教室(19地区)、いきいき昼食
会（6回）、脳いきいき教室（6回×2コース）、サロン事
業（22地区）で、介護予防、認知症予防に取り組ん
だ。

Ａ

【福祉課高齢者支援係】
自治区公民館体操教室、いきいき昼食会、認知症
予防教室、サロン事業を継続して、介護予防や認知
症予防に取り組む。

福祉課（高齢者支援係）

43

相談体制の充実 介護に従事する人
の悩みや不安の解
消を図るとともに、
高齢者や障がい者
からの相談につい
て、必要に応じた情
報提供に努める。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【福祉課高齢者支援係】
地域包括支援センターにおいて、高齢者の総合相
談、権利擁護、介護従事者の支援を行う。

【福祉課障がい者・生活支援係】
広報やホームページ、３障がいのしおり等を通じて、
相談支援体制の周知を図る。
障がい者の相談について適切に対応できるよう、相
談支援事業所のほか、必要時は関係機関との連携
を行う。

【福祉課高齢者支援係】
地域包括支援センターにおいて、高齢者の総合相談、権
利擁護に関する相談を窓口や家庭訪問にて実施した。ま
た、介護支援専門員の相談支援を行った。

【福祉課障がい者・生活支援係】
・障がい者やその家族等に対して、養育・生活の相談に
応じる「身体・知的障がい者相談員」を広報・ホームペー
ジにて周知した。
・相談支援事業所に「まつかぜ荘」を追加し、広報やホー
ムページ、障がいのしおり（身体・療育・精神）等にて、相
談支援事業を周知した。

Ａ

【福祉課高齢者支援係】
地域包括支援センターにおいて、高齢者の総合相
談、権利擁護、介護支援専門員の支援を行う。

【福祉課障がい者・生活支援係】
・広報やホームページ、障がいのしおり（身体・療
育・精神）等を通じて、相談支援体制の周知を図る。
・障がい者の相談について適切に対応できるよう、
相談支援事業所のほか、必要時は関係機関との連
携を行う。

福祉課（高齢者支援係）
福祉課（障がい者・生活支援係）

45

生涯学習講座の充
実

趣味や教養、健
康、スポーツレクリ
エーション等、生き
がい対策をテーマ
とした生涯学習講
座を充実する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
調査書を用いて、評価及びＰＤＣＡサイクルを確立し
各講座の質の向上を図る。

【生涯学習課社会教育係】
調査書を用いてＰＤＣＡサイクルの確立につとめ、
107の講座による「あしや塾」をまとめた。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
生涯学習講座「あしや塾」の作成を行い、講座の周
知や充実に努める。

生涯学習課（社会教育係）

福祉課（高齢者支援係）
福祉課（障がい者・生活支援係）

【福祉課高齢者支援係】
・高齢者の在宅福祉サービスを継続して実施する。
・ホームページや広報紙に在宅福祉サービスについ
て掲載し、転入・相談・訪問時等に福祉サービスガ
イドを配布する。また、介護サービス事業者、民生
委員等を通じてサービスの周知を行う。

【福祉課障がい者・生活支援係】
・相談対応時等において、各種障がい福祉サービス
の情報提供を行う。
・広報やホームページ、福祉サービスガイドを通じ
て、各種サービスの情報提供を行う。
・障がい者の家族等に対する県等が主催する学習
会や研修会を積極的に案内する。
・医療的ケア児の養護者に対するレスパイト事業及
び養護者が緊急時の障がい者受入れ体制を支援
する地域生活支援拠点等事業を開始する。

Ａ

【福祉課高齢者支援係】
・高齢者の在宅福祉サービスを継続して実施した。
・ホームページや広報紙に在宅福祉サービスについて掲
載し、転入・相談・訪問時等に福祉サービスガイドを配布
した。また、介護サービス事業者、民生委員等を通じて
サービスの周知を図った。
・新たに民生委員になられた方に対して、福祉サービスガ
イドを用いて、在宅福祉サービスの説明を行った。

【福祉課障がい者・生活支援係】
・相談対応及び障害者手帳発行時に「福祉のしおり（身
体・療育・精神）」を配布して、町の障がい福祉サービスの
説明を行った。
・制度の改正や拡充など最新の情報を広報・ホームペー
ジに掲載し、周知に努めた。
・福祉サービスガイドを民生委員に配布し、必要な方に適
切なサービスが届くよう周知を行った。
・障がい者を養護する保護者に対して県等の主催する学
習会や勉強会を広報・ホームページで案内した。

【福祉課高齢者支援課係】
・高齢者の在宅福祉サービスを継続して実施する。
・転入・相談・訪問時等に福祉サービスガイドを配布
し、介護サービス事業者、民生委員等を通じてサー
ビスの周知を図る。

【福祉課障がい者・生活支援係】
相談対応時に各種福祉サービスの情報提供を求め
られる場合は、正しい情報を的確に提供する。
広報やホームページ、福祉サービスガイドを通じ
て、情報の更新や随時情報の掲載に注意を払い各
種サービス情報の提供も行う。
必要な社会資源について、遠賀中間地域での協議
を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

要援護高齢者・障
がい者への支援
と、その家族の身
体的・精神的・経済
的負担の軽減を図
るための、各種在
宅サービスや学習
機会の充実に努め
る。

在宅福祉サービス
の充実

41
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44

福祉課（高齢者支援係）
福祉課（障がい者・生活支援係)

【福祉課高齢者支援係】
・老人クラブの活動支援
・高齢者能力活用事業の実施
・地域交流サロンの支援

【福祉課障がい者・生活支援係】
・「障がい者レクスポ大会」や「身体障がい者体育大
会」の開催に際して、人的・物的支援を行うことで大
会を充実させ、障がい者の社会参加を促進する。
・広報・ホームページ等で芦屋町障がい者差別解消
条例を周知し、障がい者差別の解消と障害者の社
会参加を促進する。

Ａ

【福祉課高齢者支援係】
・老人クラブ活動について、活動経費を補助するととも
に、行事等の際に職員による人的支援等を行い、また、
広報紙で活動紹介を行い、新会員加入促進に向けた協
力を行った。
・高齢者能力活用事業の実施については、芦屋町社会福
祉協議会への委託により適正に実施したほか、広報紙に
登録者募集記事を掲載し、住民へ事業周知を行った。
・地域交流サロン実施地区同士の交流会を1回開催した。

【福祉課障がい者・生活支援係】
・各種障がい者体育大会等にて、参加者の急な体調不良
や事故に対応できるよう保健師を派遣した。
・郡身体障害者体育大会の開催負担金を支出し、支援を
行った。
・障がい者に対する差別をなくし、社会参加を促進するた
め、芦屋町障がい者差別解消条例を制定した。

【福祉課高齢者支援係】
・老人クラブの活動支援
・高齢者能力活用事業の実施
・地域交流サロンの支援

【福祉課障がい者・生活支援係】
「障がい者レクスポ大会」や「身体障がい者体育大
会」の開催に際して、人的・物的支援を行うことで大
会を充実させ、障がい者の社会参加を促進する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

高齢者や障がい者
が充実した生活が
出来るよう支援を
行い、いきいきと安
心して社会参加で
きる機会の提供や
環境整備を行う。

高齢者・障がい者
の社会参加の支援
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向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和元年度実施目標・計画 令和元年度実施状況・結果 令和元年

度達成度 令和２年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
(令和元年度推進結果・令和２年度実施計画）

資料２
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

47

相談体制の充実 ＤＶに対する相談体
制を充実するととも
に、相談窓口を周
知する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【福祉課障がい者・生活支援係】
相談体制を充実させるため、職員のスキルアップ研
修等に参加するとともに、早急な支援に繋がるよう
相談窓口の周知を図る。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページなどでＤＶに関する各種相談窓口につ
いて周知を行う。

【総務課庶務係】
ＨＰや広報紙において、無料法律相談等について掲
載し周知を行う。

【福祉課障がい者・生活支援係】
・対象者別（女性・男性・LGBT）の相談窓口一覧を広報・
ホームページで周知した。
・DV相談ナビ（内閣府）の紹介カードを役場一階、３公民
館の女子トイレに設置した。
・県主催の研修会に参加し、職員のスキルアップに努め
た。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや役場と図書館の男女共同参画コーナー
において、ＤＶに関する各種相談窓口について周知を
行った。

【総務課庶務係】
無料法律相談等について、ＨＰや広報誌への記事掲載で
周知を行った。

Ａ

【福祉課障がい者・生活支援係】
相談体制を充実させるため、職員のスキルアップ研
修等に参加するとともに、早急な支援に繋がるよう
相談窓口の周知を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページなどでＤＶに関する各種相談窓口の周
知を行う。

【総務課庶務係】
ホームページや広報誌において、無料法律相談の
周知を行う。

福祉課（障がい者・生活支援係）
生涯学習課（社会教育係）
総務課（庶務係）

48

関係機関との連携 被害者保護や支援
を効果的かつ迅速
に対応するため、
県等の関係機関と
の連携を密にし、情
報の管理、共有化
を行い、問題解決
を進める。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【福祉課障がい者・生活支援係】
被害者の保護のため、福祉事務所等機関と連携
し、適切な対応に努めるとともに、福岡県配偶者か
らの暴力防止対策宗像・遠賀地域連絡会議におい
て、関係機関との情報共有を行う。
同様に、庁内においても関係課と情報共有を図ると
ともに、啓発を推進していく。

【福祉課障がい者・生活支援係】
・福岡県配偶者からの暴力防止対策宗像・遠賀地域
連絡会議に参加し、各関係機関と情報共有を行っ
た。
・三課会議（子育て・教育・福祉）にてDVの恐れがあ
る者についての情報交換を行った。

Ａ

【福祉課障がい者・生活支援係】
・被害者の保護のため、福祉事務所等機関と連携
し、適切な対応に努めるとともに、福岡県配偶者か
らの暴力防止対策宗像・遠賀地域連絡会議におい
て、関係機関との情報共有を行う。
・DV被害者支援に関する町内連絡会議を設置し、
関係課と情報共有を図るとともに支援が必要な場
合はその内容を協議する。

福祉課（障がい者・生活支援係）

ＤＶを防止するため
の啓発を行うととも
に、ＤＶが人権侵害
であることを広く周
知する。
交際相手からの暴
力（デートDV）の防
止のため若年層へ
の啓発の充実を図
ります。

ＤＶ根絶に向けた啓
発

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

福祉課（障がい者・生活支援係）
生涯学習課（社会教育係）
学校教育課（学校教育係）

【福祉課障がい者・生活支援係】
国・県から配布されるポスターの掲示やカードの設
置を行い、啓発を行う。

【生涯学習課社会教育係】
広報紙への掲載などをつうじてＤＶに関する情報提
供や防止啓発を図る。児童・生徒に向けたデートDV
防止のための啓発活動を、学校教育課と連携して
行う。

【学校教育課学校教育係】
児童・生徒指導教諭・養護教諭・担任が連携して、
児童・生徒の相談・早期発見・支援を図る。児童・生
徒に向けたデートDV防止のための啓発活動を、学
校と連携して行う。

Ａ

【福祉課障がい者・生活支援係】
・国・県から配布されたポスターやチラシを掲示して
啓発に努めた。
・女性の人権ホットライン強化週間（11月）を広報・ポ
スターで周知した。

【生涯学習課社会教育係】
役場、図書館の男女共同参画コーナーにおいて情
報提供、防止啓発を行った。

【学校教育課学校教育係】
教員が一丸となり、児童・生徒の相談・早期発見・支
援に努めた。児童・生徒に対しては、学習指導要領
に従い、年間を通して、発達段階に応じた教育を実
施した。（主に道徳の授業）また、国や県が発行する
啓発物を配布することで啓発活動にも努めた。

【福祉課障がい者・生活支援係】
国・県から配布されるポスターの掲示やカードの設
置を行い、啓発を行う。

【生涯学習課社会教育係】
広報紙への掲載などをつうじてＤＶに関する情報提
供や防止啓発を図る。児童・生徒に向けたデートDV
防止のための啓発活動を、学校教育課と連携して
行う。

【学校教育課学校教育係】
児童・生徒指導教諭・養護教諭・担任が連携して、
児童・生徒の相談・早期発見・支援を図る。児童・生
徒に向けたデートDV防止のための啓発活動を、学
校と連携して行う。

46

Ⅲ
　
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
生
活
へ
の
支
援

４
　
暴
力
・
虐
待
の
防
止
～

芦
屋
町
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止

及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
基
本
計
画
～

①
配
偶
者
等
に
対
す
る
暴
力
防
止
の
啓
発
・
相
談
・
支
援

10 / 13 ページ



○

△

×
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目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和元年度実施目標・計画 令和元年度実施状況・結果 令和元年

度達成度 令和２年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
(令和元年度推進結果・令和２年度実施計画）

資料２
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

50

保護・相談体制の
整備

児童虐待に関し
て、地域の民生委
員、児童委員とネッ
トワークの整備を図
り、被害者の早期
発見及び安全で迅
速に保護されるよう
に努める。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課子育て支援係】
児童虐待の被害者で保護が必要とされる児童に対
し、安全で迅速に支援ができるよう児童相談所等の
関係機関と連携し対応する。

【学校教育課学校教育係】
教育相談員を中心に情報収集を図るとともに、児童
虐待の早期発見、支援に向けた関係機関との協議
を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページ、広報紙などで相談窓口を周知する。

【健康・こども課子育て支援係】
相談や通報があった場合は、児童相談所等の関係
機関と連携し、協議を行い対応した。

【学校教育課学校教育係】
教育相談員やスクールソーシャルワーカーを中心に
情報収集を図るとともに、児童虐待の早期発見、支
援に向けた関係機関との協議を行った。

【生涯学習課社会教育係】
広報紙、人権カレンダーに児童虐待に関する相談窓
口を掲載した。

Ａ

【健康・こども課子育て支援係】
児童虐待の被害者で保護が必要とされる児童に対
し、安全で迅速に支援ができるよう児童相談所等の
関係機関と連携を継続し対応する。

【学校教育課学校教育係】
教育相談員やスクールソーシャルワーカーを中心に
情報収集を図るとともに、児童虐待の早期発見、支
援に向けた関係機関との協議を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページ、広報紙などで相談窓口を周知する。

健康・こども課（子育て支援係）
学校教育課（学校教育係）
生涯学習課（社会教育係）

51

関係機関との連携 被害者保護や支援
を効果的かつ迅速
に対応するため、
県等の関係機関と
の連携を密にし、情
報の管理、共有化
を行い、問題解決
を進める。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課子育て支援係】
相談及び通報があった場合は、児童相談所等の関
係機関と連携を密にして情報の収集、管理、共有化
を行うとともに、必要に応じ、ケース会議を実施し、
問題解決に向けて対処する。

【学校教育課学校教育係】
健康・こども課等関係機関と連携し情報収集に努め
るとともに、ケース会議の実施及び生徒指導情報交
換会を実施し、情報共有を図りながら問題解決に努
める。

【健康・こども課子育て支援係】
相談や通報があった場合は、児童相談所等の関係
機関と連携し対応した。

【学校教育課学校教育係】
健康・こども課等関係機関と連携し、情報収集に努
めるとともに、ケース会議の実施及び生徒指導情報
交換会を実施し、情報共有を図りながら問題解決に
努めた。

Ａ

【健康・こども課子育て支援係】
相談及び通報があった場合は、児童相談所等の関
係機関と連携を密にして情報の収集、管理、共有化
を行うとともに、必要に応じ、ケース会議を実施し、
問題解決に向けて対処する。

【学校教育課学校教育係】
健康・こども課等関係機関と連携し情報収集に努め
るとともに、ケース会議の実施及び生徒指導情報交
換会を実施し、情報共有を図りながら問題解決に努
める。

健康・こども課（子育て支援係）
学校教育課（学校教育係）

【健康・こども課子育て支援係】
窓口等へのパンフレットの設置や、町公共機関への
パンフレット設置やポスターの掲示を依頼し、児童虐
待に関する周知を行った。また「こどもを健やかに育
むために」をテーマに、広報誌11月1日号で児童虐待
に関する記事を掲載し、児童虐待によるこどもへの
影響とこどもとの接し方について広く周知した。

【学校教育課学校教育係】
学習指導要領に従い、年間を通して発達段階に応じ
た教育を実施した。（主に道徳の授業）

【生涯学習課社会教育係】
「子どもの人権」をテーマに、広報紙に児童虐待に関
する記事を掲載し、児童虐待が人権侵害であること
を広く周知した。

Ａ

【健康・こども課子育て支援係】
窓口等にパンフレットを設置し、町公共機関に対し
てもパンフレットの設置やポスターの掲示を依頼す
る。また、児童虐待防止月間の11月に、児童虐待防
止についての記事を広報誌に掲載し、啓発活動を
行う。

【学校教育課学校教育係】
年間を通して発達段階に応じた教育の推進を図る。

【生涯学習課社会教育係】
人権問題の課題として広報誌などを通じた啓発活
動を行う。

健康・こども課（子育て支援係）
学校教育課（学校教育係）
生涯学習課（社会教育係）

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課子育て支援係】
窓口等にパンフレットを設置し、町公共機関に対し
てもパンフレットの設置やポスターの掲示を依頼す
る。また、児童虐待防止月間の11月に、児童虐待防
止についての記事を広報誌に掲載し、啓発活動を
行う。

【学校教育課学校教育係】
年間を通して発達段階に応じた教育の推進を図る。

【生涯学習課社会教育係】
人権問題の課題として広報紙などを通じた啓発活
動を行う。

暴力防止のための
啓発

児童虐待を防止す
るための啓発を行
うとともに、暴力が
人権侵害であること
を広く周知する。

実
施

49
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29 30 1 2 3
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和元年度実施目標・計画 令和元年度実施状況・結果 令和元年

度達成度 令和２年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
(令和元年度推進結果・令和２年度実施計画）

資料２
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

52

推進プランの進捗
状況の把握と諸施
策の推進

社会情勢の変化に
合わせた施策の見
直しを随時行う。ま
た、男女共同参画
審議会において推
進プランの進捗状
況を毎年度チェック
し、諸施策を推進す
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
見直しを行うものがあれば、随時対応する。また、
各課の進捗状況を確認する。

【生涯学習課社会教育係】
令和2年2月に各課に対し事業調査を行い進捗状況
を確認した。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
見直しを行うものがあれば、随時対応する。また、
各課の進捗状況を確認する。

生涯学習課（社会教育係）

53

公共施設の施設整
備

公共施設の新設、
改築等に伴い、男
女がともに育児・介
護等がしやすい施
設整備を検討す
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

【全庁】
該当するものがあれば検討し、必要に応じて施設整
備等を行う。

【全庁】
該当する事案がなかったため実施していない。

【全庁】
該当するものがあれば検討し、必要に応じて施設整
備等を行う。

全庁

54

特定事業主行動計
画の推進

「次世代育成支援対
策推進法」及び「女性
の職業生活における
活躍の推進に関する
法律（女性活躍推進
法）」に基づく特定事
業主行動計画を推進
する。
また、女性職員の役
職者（係長以上）の登
用率を、2020年度ま
でに20％以上とする
ことを目指す。

実
施

実
施

実
施

実
施

【総務課人事係】
福岡県市町村職員研修所等と連携し、女性職員向
けの研修への参加を推進し、意識啓発を図る。
性別にとらわれない人事配置を行い、男女問わず
能力を充分に発揮することができる組織風土を醸成
する。

【総務課人事係】
福岡県市町村職員研修所等において実施された女
性職員向けの研修について職員に周知した。
平成31年4月1日付で、課長に1名、係長に1名女性
職員を登用した。
<女性職員の役職者（係長以上）の登用率>
H31.4.1現在14.7%（H30.4.1現在14.7%）

Ａ

【総務課人事係】
福岡県市町村職員研修所等と連携し、女性職員向
けの研修への参加を推進し、意識啓発を図る。
性別にとらわれない人事配置を行い、男女問わず
能力を充分に発揮することができる組織風土を醸成
する。
令和3年度から5年間の第２期特定事業主行動計画
を策定する。

総務課（人事係）

55

イクボス宣言の推
進

北九州都市圏域に
おける働き方改革
推進のための共同
イクボス宣言に基
づき働き方改革に
関連する事業を推
進する。

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
働き方改革に関する情報があった場合は、関係す
る部署へ情報提供する。

【健康・こども課子育て支援係】
情報があった場合は、関係する部署へ情報提供し
事業の推進を図る。

【総務課人事係】
管理職向けの研修への参加を推進し、意識啓発を
図る。

【生涯学習課社会教育係】
関係する部署に対して、働き方改革に関する情報の
提供を行った。

【健康・こども課子育て支援係】
情報があった場合は、関係する部署に対して、情報
の提供を行った。

【総務課人事係】
管理職向けの研修について周知した。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
働き方改革に関する情報があった場合は、関係す
る部署へ情報提供する。

【健康・こども課子育て支援係】
情報があった場合は、関係する部署に対して、情報
の提供を行い、事業の推進を図る。

【総務課人事係】
管理職向けの研修への参加を推進し、意識啓発を
行う。

生涯学習課（社会教育係）
健康・こども課（子育て支援係）
総務課（人事係）

①
男
女
共
同
参
画
の
視
点
に
立
っ

た

行
政
運
営
の
推
進

計
画
を
実
施
す
る

計
画
を
実
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す
る
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目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和元年度実施目標・計画 令和元年度実施状況・結果 令和元年

度達成度 令和２年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
(令和元年度推進結果・令和２年度実施計画）

資料２
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

56

男女共同参画審議
会の設置

男女共同参画社会
の形成の推進に関
する施策の基本と
なる計画の策定や
計画の実施状況等
について、必要な
調査及び審議を行
う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画審議会を開催し、プランの進捗状況
等について審議、報告を行う。

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画審議会において、プランの進捗状況の
報告、審議を行った。（R元年度 1回開催）

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画審議会を開催し、プランの進捗状況
等について審議、報告を行う。

生涯学習課（社会教育係）

57

職員ワーキング
チームの設置

男女共同参画の推
進に係る協議事項
や住民意識調査な
どについて専門的
に検討を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
ワーキングチーム会議の開催は予定していないが、
必要な協議事項が生じれば開催する。

【生涯学習課社会教育係】
必要な協議事項がなかったため、開催していない。

【生涯学習課社会教育係】
ワーキングチーム会議の開催は予定していないが、
必要な協議事項が生じれば開催する。

生涯学習課（社会教育係）

58

推進プランの進捗
状況や各種情報の
提供

推進プランの進捗
状況や各種情報を
積極的に公開し、
住民との情報共有
に努める。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
平成30年度の第2次男女共同参画推進プラン推進
結果をホームページにおいて公表する。

【生涯学習課社会教育係】
平成30年度の第2次男女共同参画推進プラン推進
結果をホームページにおいて公表した。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
令和元年度の第2次男女共同参画推進プラン推進
結果をホームページにおいて公表する。

生涯学習課（社会教育係）

59

職員研修の充実 職員を対象とした
男女共同参画に関
する研修を開催し、
意識の向上を行う。

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
職員を対象とした研修会を予定していないため、住
民を対象とした研修会への積極的な参加を促す。

【総務課人事係】
職員を対象とした研修会を予定していないため、未
実施。

【生涯学習課社会教育係】
職員を対象とした研修会は実施していないが、職員
に対して、住民を対象とした研修会への参加につい
て周知した。

【総務課人事係】
職員を対象とした研修会を予定していないため、未
実施。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
職員を対象とした研修会を実施し、意識の向上を図
る。

【総務課人事係】
多くの職員が研修を受講できるように、研修方法に
ついて、生涯学習課と連携を図る。

生涯学習課（社会教育係）
総務課（人事係）

60

職員への情報提供 職員に対して男女
共同参画に関する
情報提供を行い、
意識啓発を行う。 実

施
実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
国・県等からの情報を適宜、職員に周知する。

【総務課人事係】
国・県等からの情報を適宜、職員に周知する。

【生涯学習課社会教育係】
国や県からの情報を、関連課・係に対し周知したほ
か、役場の男女共同参画コーナーで情報提供した。

【総務課人事係】
福岡県市町村職員研修所で実施された男女共同参
画に係る研修会について職員に周知した。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
国・県等からの情報を適宜、職員に周知する。

【総務課人事係】
国・県等からの情報を適宜、職員に周知する。

生涯学習課（社会教育係）
総務課（人事係）

②
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